
国の事業復活支援金を受けた事業者に対して、県独自に上乗せ支給

国の決定通知書を活用

手続きの簡素化

● 売上が大きく減少した事業者にとっては、当面の資金確保が何よりも優先

● 国は、売り上げが大幅に減少した事業者を対象に、業種や地域を限定せずに、
事業復活支援金を給付

今回の重点措置により、厳しい状況にある事業者の更なる経営悪化が懸念

厳しい状況にある事業者の事業継続・回復を支援

石川県事業復活支援金

石川県事業復活支援金

給付額

売上 ▲50%
法 人 50万円

個 人 20万円

売上 ▲30％
法 人 30万円

個 人 12万円

5


